
１ 評価機関 

平成　30 年 8 月 7 日～平成  31 年  3 月    1日 

 2　受審事業者情報

○ ○ ○

保護者会活動 無

食事 自園調理・完全給食

利用時間 平日　7：00～20：00　土曜日　7：00～19：00

休　　日 日曜日・祝祭日・年末年始

地域との交流 ボランティアの受け入れ・勤労感謝の花配り

休日保育 病後児保育 一時保育 子育て支援

健康管理 嘱託医による年二回の内科検診・歯科検診年一回・尿検査

敷地面積 3015.40㎡ 保育面積 536.81㎡

保育内容
0歳児保育 障害児保育 延長保育 夜間保育

５歳児 合計

20 20 20 20 20 20 120
定　員

0歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

併設しているサービス

（２）サービス内容

対象地域 流山市

経 営 法 人 社会福祉法人　高砂福祉会

開設年月日 1970/7/1

電　　話 04-7197-7068 ＦＡＸ 04-7197-7069

ホームページ http://o-hills.tksg.ed.jp/

名　　　称 おおたかの森ヒルズナーサリースクール

所　在　地 
〒270-0114

千葉県流山市東初石6-183-1　ライフガーデンおおたかの森301

交 通 手 段
つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン

流山おおたかの森駅下車　徒歩2分

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

（保育所）

名　　　称 株式会社　福祉規格総合研究所

(フリガナ) オオタカノモリヒルズナーサリースクール

所　在　地 
東京都千代田区神田須田町1-9　相鉄神田須田町ビル
203号

評価実施期間

（１）基本情報



（４）サービス利用のための情報

第三者委員の設置 有

入所相談 電話・オープンスクールにて面談など

利用代金 流山市子ども家庭部保育課配布の流山市保育所(園)入所案内参照

食事代金 無

苦情対応

申請窓口開設時間 流山市子ども家庭部保育課　午前8：00～17：00

窓口設置 有

申請時注意事項 流山市子ども家庭部保育課配布の流山市保育所(園)入所案内参照

サービス決定までの時間 流山市子ども家庭部保育課配布の流山市保育所(園)入所案内参照

利用申込方法 流山市子ども家庭部保育課配布の支給認定申請兼利用申込書を提出

専門職員数

 保育士

2

保健師  調理師 その他専門職員

23 1 5

看護師  栄養士

（３）職員（スタッフ）体制

職　　員
常勤職員 非常勤、その他

25 6 31

合　計 備　考



 3 事業者から利用（希望）者の皆様へ

特　　　徴

全国「住みたい町ランキング」で上位になる流山市の中心エリアのおおたか
の森。
おおたかの森ヒルズナーサリースクールは、つくばエクスプレス・東武アー
バンパークラインの「流山おおたかの森駅」から直結。雨にも濡れずに徒歩
２分という好立地にあるテナント型保育園です。
周辺には、道路環境が整備されており、四季折々の植物にも触れられる。ま
た、近隣には広場や大型降園もあり、お子さんのお散歩コースには困らない
程です。
利用者の保護者様に関しては、通勤から勤務、退勤、帰宅と駅併設からのロ
スの無い時間効率が可能となっており、保護者様には好評を頂いています。
園内は、天井クロスに空を用い、壁面にはレンガ調の施工が施され、屋内と
いうことを感じさせない作りになっています。また、保育室は、採光を多く
取り入れられるよう窓を一面に持ってきているのも特徴です。
おおたかの森ヒルズナーサリースクールは、全国でも珍しい「シューズレス
保育」を展開しています。これにより、保育園での集団生活におけるデメ
リットであった活動と活動の円滑が上がり、お子さんにとって楽しい時間が
増えることに繋がっています。
その他にも様々な教育プログラムを本園のお子様と一緒に体験し「生きる
力」を 身につけていきます。未来を担うお子様たちに夢や希望を与えてい
け るように、職員同士力を合わせ、より良い保育を提供していくため に、
良い環境を作っています。

サービス方針

（理念・基本方針）

【経営理念】「イキイキ❤愛パワー」 KEEP　BEST CARE（養護）・

KEEP  BEST  EDUCATION（教 育）・ KEEP BEST QUALITY（品
質）
園に関わる全ての人 が「イキイキ」と物事に取り組み、お子様を自分の子
のように想う 愛、保護者様を自分の家族のように想う愛、職員同士を自分
の家族の ように想う愛、様々な深い愛情をもって、サービスの提供をしな
がら 対応をしていきます。

【経営ビジョン】「TaKaSaGo　ワールド　ビジョン」 TaKaSaGoのマ
インドを持つ人達（子ども・保護者・高齢者・ス タッフ）が世界各地で社
会貢献をする。

【保育方針】 　１、利用者に安心・安全な保育を提供します。 　２、保育
方針が適切にあり続けるように保育システムの見直しと改 善を行います。

【保育目標】 １、 丈夫な身体を持ち、思いきり遊べる子どもになろう。
２、 友達の中にいることを喜び、友達の事も考え、一緒に行動でき る子ど
もになろう。 ３、 自分のことは、自分でできる子どもになろう。 ４、 自
分で物をつくり出し、力いっぱい自分を表現できる子どもに なろう。 ５、
よく見て、よく聞いて、よく考える子どもになろう。



利用（希望）者
へのＰＲ

私たちは、お子様達の健やかな笑顔作りを目指して、家庭と保育園が 共に
お子様を育て合い喜びを分かち合いたいと思っています。 お子 様のよりよ
い成長と、本来持っている限りない力をできるだけ引き出 せるように、
様々な保育と教育プログラムをHIROKO METHODと し、毎日の生活の中
に取り入れています。思いきり体を動かして遊 び、四季折々の豊かな自然
の中で「ワクワク・ドキドキ」の保育を展 開し、年齢に合ったデイリープ
ログラムで保育を行っています。「食 べることは生きること」を考え、野
菜栽培、収穫、クッキングなど 様々な食育も行っています。園で行った保
育や行事の様子を保護者様 に視覚から理解して頂ける様にダイジェストを
発行し、見える保育も 行っています。 　乳児クラスのお子様にはHigh
Quality Childcareとして、SIDS （乳児突然死症候群）対策や発達ポイン
ト毎の年間カリキュラム等の 実践をしていきます。 　幼児クラスのお子様
には、できることはおもしろい、おもしろいか ら練習する、練習すると上
手になる、上手になると楽しい、そして次 の段階へ行きたくなる・・・ 毎
日の繰り返しで、読み・書き（文 字・数）・かけっこ・体操・音楽を行
い、自学自習を身につけ「学ぶ 力」「心の力」「体の力」を育てます。卒
園までには「自主的に考 え、行動すること・挑戦すること」を体験し「生
きる力」を身につけ ます。日々の積み重ねでお子様達の驚くほどの成長が
見られると思い ます。 また、お子様の5年後や10年後を考え、本物の教育
を保育時間内に 外部講師による正課レッスンとして、音楽（3、4、5歳
児）・英語 （3、4、5歳児）・体育指導（3、4、5歳児）を提供していま
す。 漢字教育も導入し、言葉の豊かな、素直で品格のある礼儀正しいお子
様になるように導いていきます。



連絡帳・おたより・その日の活動の写真等を家庭連絡システム（アプリ）で保護者に配信し、子ども
の様子を伝えている。また、大事なお知らせは、さらに書面でも配布・掲示することがある。園内に
も園だより・クラスレターを掲示し、季節ごとに子どもの様子を撮影した写真を展示している。行事
の後は写真で構成した行事ダイジェストを発行する。0歳児クラスに入園したお子さんに、1年間の
成長を1人ずつアルバムにまとめて保護者に渡している。アルバムは園内の写真に加えて、作品・
家庭の育児写真・成長の記録も綴っている。保育参観は年度初めに日程を決めて、個別面談は
希望に応じて実施する。

保護者アンケートでは、回答者のほぼ全員の方が満足感を示されている

今回の保護者アンケートでは、現在ご利用中の全世帯である95世帯にアンケートを配布し、68世
帯の方より回答があった。回答者割合は７割強である。総合的な園の感想として、「大変満足」が
36世帯、「満足」が28世帯と、回答者のほぼ全員の方が満足されている結果となっている。
自由意見欄では、「とても丁寧に保育してくださっている」，「社員教育が行き届いている」，「日々
子どもが健やかに成長しているのを感じる」，「たくさんのことを教えてくださりとても満足だ」，「先
生に対しての信頼が大きいと思う」など、満足感を示されているコメントが多く出されていた。

「食べることは生きること」を実践する食事の提供と食育活動がある

「食べることは生きること」を実践する食育計画の基づき、野菜栽培・クッキング・食材講習等の食
育活動がある。トマト等の夏野菜を栽培し、年間行事では芋ほり遠足がある。年齢に応じて野菜
の皮むき、さや取り、房分け等で食材に触れて、クッキングも行っている。調理室前に三色食品
群、クイズ形式のキッチントリビア、世界の料理紹介を展示している。毎月、誕生日メニュー、季節
の行事食、世界の料理等を献立に盛り込み、子どもが食事に興味を持ち楽しく食べる工夫があ
る。

子どもが周囲の人と関わりながら自ら行動できるように保育を展開している

周囲の人と関わり役割分担や共同作業を経験しながら、保育目標の「友達の中にいることを喜
び、友達の事も考え、一緒に行動できる子どもになろう」を実践している。当番活動は2歳児クラス
の年度後半から始めて、役割を担い人前で話す経験を徐々に積んでいる。社会的なルールが身
につくように、挨拶をする、順番を守る、列を整える、身だしなみを整える等は職員が率先して示し
ている。特に、叩く・蹴る等の暴力はどんな理由でもいけないと伝えている。交通ルールは散歩・
外出でその都度説明している。収納棚に玩具や道具の写真・イラストを表示し、ロッカーにマーク
と名前を付けて、子どもが自分で出し入れができる配慮がある。さらに、個別ロッカーの使い方（整
理整頓）も、子どもがわかるように写真で示している。

「見える保育」であるように、園での保育や行事の様子を保護者に伝える工夫がある

福祉サービス第三者評価総合コメント

「心の力」「学ぶ力」「体の力」の生きる力を育む独自の教育方法を実施している

「心の力」「学ぶ力」「体の力」の生きる力を育む独自の教育方法を実施している。子どもがドキド
キ・ワクワクするプログラム、環境を用意して、体験から様々な事を学ぶ、専門講師による体操・英
語・音楽の正課レッスン、文字の読み書き・計算・時計の読み方等の自学自習プロジェクト等があ
る。様々な活動プログラムの体験を通して、できることはおもしろい、おもしろいから練習する、練
習すると上手になる、上手になると楽しく更に次の段階へ行きたくなる環境を設定している。生活
場面でも2歳児が給食でバナナを自分で選び取るなど、乳児期から自分でできることを少しずつ習
慣にしている。日々の活動は運動会・クリスマス発表会・学習発表会の演目につながり、活動の成
果を発揮して発表している。

特に力を入れて取り組んでいること



さらに取り組みが望まれるところ

（評価を受けて、受審事業者の取組み）
今回の評価を受け、園としての理念・ビジョン、それに伴う実態業務を客観的に見ることができた
ことができた。その中で、園に関わる全ての人(職員・利用者)へ理解を頂けている部分と不十分な
部分をしっかりと捉える。
理解頂けている部分には、より一層の質の向上に努める。また、不十分な部分については、原因
究明をしっかりと行い理解を求めると共に実態業務に連動・落とし込みを行っていく。
園に関わる全ての人(職員・利用者)に、満足して頂けるよう、今後より一層の努力を行っていきた
いと考える。

様々な機会を通じて活動内容を伝え、理解を深めてもらえるようにする

今回の保護者アンケートでは、「戸外遊びが少ない」との声が複数聞かれた。当園では、保育目
標の最初に、「丈夫な体を持ち、思い切り遊べる子どもになろう」を掲げており、体を動かす機会は
多い。様々な機会を通じて活動内容をさらに伝え、理解を深めてもらいたいと考えている。

保護者から寄せられた意見・要望を職員間で共有し、改善につなげていく

上記の通り、今回の保護者アンケートでは、回答者のほぼ全員の方が満足感を示されている一
方で、個別には、換気、安全対策、保護者との相談体制、食事内容などについて意見・要望が寄
せられていた。無記名の保護者アンケートのため、日頃直接には言いづらいことも記入してもらえ
ていると思われる。寄せられた意見・要望を職員間で共有し、改善につなげていくとともに、園の対
応を保護者にフィードバックしていくことで、さらに信頼関係が増していくと思われる。

出勤日となる土曜日の有効的な活用をさらに図っていく

今回の第三者評価では、職員の自己評価も取り入れた。ほぼ全員の職員から回答があり、全て
の項目で「できている」との自己評価となっていた。当園では週休二日制を採っており、自由意見
欄では、祝祭日のある週の土曜日出勤についての見直しを求める声が聞かれた。週平均の労働
時間について再度職員に周知していくとともに、出勤日となる土曜日の有効的な活用をさらに図っ
ていくことが期待される。



■実施数 □未実施数

理念・基本方針の確立 1 理念や基本方針が明文化されている。 3 0
2 理念や基本方針が職員に周知・理解されている。 3 0
3 理念や基本方針が利用者等に周知されている。 3 0

7 施設の全職員が守るべき倫理を明文化している。 3 0

利用者意見の表明 14 苦情又は意見を受け付ける仕組みがある。 4 0

25 長時間にわたる保育に対して配慮がなされている。 3 0
26 家庭及び関係機関との連携が十分図られている。 3 0

28 感染症、疾病等の対応は適切に行われている。 3 0
食育の推進 29 食育の推進に努めている。 5 0
環境と衛生 30 環境及び衛生管理は適切に行われている。 3 0

129 0

子どもの発達支
援

提供する保育の標準化

保育の質の確
保

2

3

4

保育の適切な開始保育の開始・継
続

子どもの健康支援

保育の計画及び評価

4 0

0

0

0

0

5 0

4 0

1

人事管理体制の整備人材の確保・養
成

5

4

6

3

4

5 安全管理

0

4 0

4 0

3 0

0

4 0

5 0

子どもが自発的に活動できる環境が整備されてい
る。

21

18
保育の開始に当たり、保育方針や保育内容を利用
者に説明し、同意を得ている。

20
保育課程に基づき具体的な指導計画が適切に設定
され、実践を振り返り改善に努めている。

19
保育所の理念や保育方針・目標に基づき保育課程
が適切に編成されている。

27
子どもの健康状態、発育、発達状態が適切に把握
し、健康増進に努めている。

22
身近な自然や地域社会と関われるような取組みがな
されている。

遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮してい
る。

23

特別な配慮を必要とする子どもの保育が適切に行
われている。

24

5 0

2 0

4 0

標準項目

Ⅱ

適
切
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実
施

職員の質の向上への体
制整備

個人情報保護に関する規定を公表し徹底を図って
いる｡

12

保育所利用に関する問合せや見学に対応してい
る。

17

3 0

13
利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取り
組んでいる。

保育の質の向上への取り
組み 15

保育内容について、自己評価を行い課題発見し改
善に努め、保育の質の向上に努めている。

16
提供する保育の標準的実施方法のマニュアル等を
作成し、また日常の改善を踏まえてマニュアルの見
直しを行っている。

施設の全職員を対象とした権利擁護に関する研修
を行い、子どもの権利を守り、個人の意思を尊重し
ている。

利用者本位の
保育

利用者満足の向上

9

事業所の就業関係の改善課題について､職員（委
託業者を含む）などの現場の意見を幹部職員が把
握し改善している。また、福利厚生に積極的に取り
組んでいる。

10
職員の教育･研修に関する基本方針が明示され、研
修計画を立て人材育成に取り組んでいる。

利用者尊重の明示

11

職員の就業への配慮

大項目 中項目 小項目 項目

管理者のリーダーシップ
6

計画の適正な策定

計画の策定

3 理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐等に取り
組みに取り組み指導力を発揮している。

Ⅰ

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織
運
営

理念・基本方針の周知

事業計画と重要課題の
明確化 4

事業計画を作成し、計画達成のための重要課題が
明確化されている。

8
人事方針を策定し、人事を計画的・組織的に行い、
職員評価が客観的な基準に基づいて行われている
ている。

管理者の責任と
リーダーシップ

4

計

事故発生時及び事故防止対策は適切に行われて
いる。

地震・津波・火災等非常災害発生時の対策は適切
に行われている。

31

32

地域ニーズを把握し、地域における子育て支援をし
ている。

地域
6

災害対策

事故対策

4 0

1

2

理念・基本方針

5
施設の事業計画等､重要な課題や方針を決定する
に当たっては､職員と幹部職員とが話し合う仕組み
がある。

3 0

5 033
地域子育て支援

福祉サービス第三者評価項目（保育所）の評価結果

5 0

5 0

5



（利用者は子ども・保護者と読み替えて下さい） 標準項目　■整備や実行が記録等で確認できる。 □確認できない。

標準項目

■理念・方針の実践面の確認等を行い、課題を把握し、改善のための具体的な方
針を明示して指導力を発揮している。
■職員の意見を尊重し、自主的な創意・工夫が生れ易い職場づくりをしている。
■研修等により知識・技術の向上を図り、職員の意欲や自信を育てている。
■職場の人間関係が良好か把握し、必要に応じて助言・教育を行っている。
■評価が公平に出来るように工夫をしている。

理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐
等に取り組みに取り組み指導力を発揮して
いる。

■理念・方針が文書（事業計画等の法人・事業所内文書や広報誌、パンフレット等）
に明記されている。
■理念・方針から、法人が実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた法人の
使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。
■理念・方針には、法の趣旨や人権擁護、自立支援の精神が盛り込まれている。

理念や基本方針が明文化されている。1

■理念・方針を事業所内の誰もが見やすい箇所に掲示し、職員配布文書に記載し
ている。
■理念・方針を会議や研修において取り上げ職員と話し合い共有化を図っている。
■理念・方針の実践を日常の会議等で話し合い実行面の反省をしている。

理念や基本方針が職員に周知・理解され
ている。

2

（評価コメント）経営理念、経営ビジョン、保育方針、保育目標は、年度単位の事業計画書に明記している。また、園のホームページ
や教育・保育課程（全体的な計画）などにも掲載している。見学者などに配布するパンフレットにも記載している。当法人は、千葉県、
東京都、茨城県、北海道に合わせて29施設の事業運営を展開している。経営理念などは、法人が実施する福祉サービスの特性
や、目指すべき方向性をわかりやすく伝える内容となっている。

■契約時等に理念・方針が理解し易い資料を作成し、分かり易い説明をしている。
■理念・方針を保護者に実践面について説明し、話し合いをしている。
■理念・方針の実践面を広報誌や手紙、日常会話などで日常的に伝えている。

6

■事業計画が具体的に設定され実施状況の評価が行える配慮がなされている。
■理念・基本方針より重要課題が明確にされている。
■事業環境の分析から重要課題が明確にされている。
■現状の反省から重要課題が明確にされている

事業計画を作成し、計画達成のための重
要課題が明確化されている。

4

（評価コメント）法人トップからのトップマネージメントを職員会議などで伝えている。重要な課題解決や方針決定にあたっては、この
方向性に沿った計画を策定する。詳細なマニュアルを作成して、着実な実行につなげている。事業の実施状況は、他部門による内
部監査でチェックされ、必要に応じて見直しを行う。毎年度の保護者アンケートの結果は、園からの回答を付して保護者にフィード
バックしている。

（評価コメント）計画の策定にあたっては、職員からの意見や要望を聞いた上で行っている。職員一人ひとりが年度単位で個人目標
を策定している。なるべく数値で計れる目標を立て、半期ごとに振り返りを行っている。今回の職員自己評価では、職員間の関係が
良く、相談しやすい環境が整っていることなどが、良い点として挙げられている。職場内の関係性が良くなるよう、スポーツ大会やバス
遠足などを通してコミュニケーションを図っている。

項目別評価コメント

評価項目

（評価コメント）経営理念などは、園内の各所に掲示している。経営理念などは、誰にでもわかりやすい表現方法を用いることで、理
解を深めることができている。職員は入職時に集合研修を行い、経営理念などを周知している。新人職員教育用のDVDも作成して
いる。その後も定期的に唱和をして、実践が習慣化できるように取り組んでいる。また、職員配布物に記載したり、会議や研修時に取
り上げて振り返ることで共有化を図っている。職員の名札の中にクレドを入れており、いつでも確認することができる。職員が自分の
子どもを入園させたいと思える保育園を目指しており、実際に法人内各園に子どもを預ける職員は多い。

（評価コメント）入園希望の方へのオープンスクール、入園決定者説明会、新年度説明会などにおいて、重要事項説明書、基本事項
説明書を用いてわかりやすく説明をしている。園内各所に掲示したり、園のホームページを通しても知らせている。保育参観の際に
配布する懇談会資料などにも明記している。入園前から園の理念や基本方針に共感して、第一希望で入園される方が多い。

（評価コメント）前年度の事業報告を踏まえ、当年度の事業計画を策定している。当園は、品質に関する国際規格であるＩＳＯ９００１の
認証を受けている。PDCAサイクルを回して、サービスの質の向上を図っている。毎年度、保護者アンケートを実施して利用者満足度
を把握している。年度の事業計画では、当年度の品質目標を明記している。

理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。

3

■各計画の策定に当たっては、現場の状況を把握し、職員と幹部職員が話し合う
仕組みがある。
■年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時期、手順に
基づいて事業計画の実施状況の把握、評価を行っている。
■方針や計画、課題の決定過程が、一部の職員だけでなく、全ての職員に周知さ
れている。

施設の事業計画等､重要な課題や方針を
決定するに当たっては､職員と幹部職員と
が話し合う仕組みがある。

5



（評価コメント）人事考課制度を導入している。法人が求める職員像は、人事考課の考課項目に反映している。人事考課制度を職員
に説明している。考課の結果は賞与などに反映している。管理者は、職員一人ひとりに評価結果やその根拠を面談を通じて説明し
ている。資質向上や働きがいの向上につながるように努めている。

事業所の就業関係の改善課題について､
職員（委託業者を含む）などの現場の意見
を幹部職員が把握し改善している。また、
福利厚生に積極的に取り組んでいる。

9

■中長期の人材育成計画がある。
■職種別、役割別に能力基準を明示している。
■研修計画を立て実施し、必要に応じて見直している。
■個別育成計画・目標を明確にしている。
■ＯＪＴの仕組みを明確にしている。

職員の教育･研修に関する基本方針が明
示され、研修計画を立て人材育成に取り組
んでいる。

10

（評価コメント）就業時間はタイムカードで管理し、毎月集計して処理している。服務整理簿によって有給休暇の状況なども管理して
いる。トップマネジメントでなるべく残業をしないように伝えている。園長・主任は、法人内研修で人事・労務管理を学んでいる。「お互
いに意見が言える環境」を大切にして、職場環境の改善ができるように努めている。次年度には計画類のICT化を図り、さらなる業務
負担の軽減を図る予定である。同法人の各園で産前産後休暇、育児休業の取得率が高く、出産・育児を経て復帰する職員も多い。
姉妹園との交流や親睦会も行っている。

■担当者や担当部署等を設置し職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデータ
を、定期的にチェックしている
■把握した問題点に対して、人材や人員体制に関する具体的な改善計画を立て実
行している。
■職員が相談をしやすいような組織内の工夫をしている。
■職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生事業を実施している。
■育児休暇やリフレッシュ休暇等の取得を励行している。

■個人情報の保護に関する方針をホームページ、パンフレットに掲載し、また事業
所等内に掲示し実行している。
■個人情報の利用目的を明示している。
■利用者等の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明示している。
■職員（実習生、ボランテイア含む）に研修等により周知徹底している。

個人情報保護に関する規定を公表し徹底
を図っている｡

12

（評価コメント）個人情報の取り扱いについては、重要事項説明書に明記して、同意を得ている。また、園内に掲示をしている。職員
は入職時に、守秘義務について誓約書を提出している。退職時にも改めて守秘義務の徹底を図っている。実習生・ボランティアの受
け入れに際しては、事前のオリエンテーションで留意点を伝えている。子どもの写真の利用についても事前に保護者からの同意を得
ている。

■法の基本理念など踏まえて、保育所の倫理規程があり、職員に配布されている。
■従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施し、周知を図って
いる。
■プライバシー保護の考え方を職員に周知を図っている。

施設の全職員が守るべき倫理を明文化し
ている。

7

（評価コメント）児童憲章や全国保育士倫理綱領、マニュアルの整備と活用、研修などで理解を深め、コンプライアンスを徹底してい
る。プライバシー保護についてもマニュアルに明記したり、職員会議などで周知している。

■法の基本方針や児童権利宣言など研修をしている。
■日常の援助では、個人の意思を尊重している。
■職員の言動、放任、虐待、無視など行われることの無いように、職員が相互に振り
返り組織的に対策を立て対応している。
■虐待被害にあった子どもがいる場合には、関係機関と連携しながら対応する体制
を整えている。

施設の全職員を対象とした権利擁護に関
する研修を行い、子どもの権利を守り、個
人の意思を尊重している。

11

■人材育成方針が明文化されている。
■職務権限規定等を作成し、従業者の役割と権限を明確にしている。
■評価基準や評価方法を職員に明示し、評価の客観性や透明性の確保が図られ
ている。
■評価の結果について、職員に対して説明責任を果たしている。

人事方針を策定し、人事を計画的・組織的
に行い、職員評価が客観的な基準に基づ
いて行われているている。

8

（評価コメント）法人で職員育成計画を立てている。職種や経験年数に応じて様々な研修を行っている。また、外部の研修にも積極
的に参加させている。研修参加後には報告書を提出させ、園長が評価をしている。職員会議等でフィードバックを行い、知識の共有
化を図っている。職員一人ひとりが年度単位で個人目標を策定している。なるべく数値で計れる目標を立て、半期ごとに振り返りを
行っている。目標が達成できるよう支援をして、個々が成長を感じられるようにしている。新人職員の育成では、現場においてクラス
やチームで指導を行っている。

（評価コメント）教育・保育課程（全体的な計画）などに児童福祉法の条文を明記して周知している。子どもの最善の利益を守る取り
組みを、日常の中でも実践している。言葉がけや振る舞いについて気になることがあれば、その都度、注意・指導をしている。虐待被
害など気になる子どもがいる場合には、行政に連絡・連携し、適切に対応することとしている。



■保育の開始にあたり、理念に基づく保育方針や保育内容及び基本的ルール等を
説明している。
■説明や資料は保護者に分かり易いように工夫している。
■説明内容について、保護者の同意を得るようにしている。
■保育内容に関する説明の際に、保護者の意向を確認し、記録化している。

保育の開始に当たり、保育方針や保育内
容等を利用者に説明し、同意を得ている。

18

保育所の理念や保育方針・目標に基づき
保育課程が適切に編成されている。

19

■問合せ及び見学に対応できることについて、パンフレット、ホームページ等に明
記している。
■問合せ又は見学に対応し、利用者のニーズに応じた説明をしている。

保育所利用に関する問合せや見学に対応
している。

17

■利用者満足を把握し改善する仕組みがある。
■把握した問題点の改善策を立て迅速に実行している。
■利用者・家族が要望・苦情が言いやすい雰囲気を作っている。
■利用者等又はその家族との相談の場所及び相談対応日の記録がある。

利用者満足の向上を意図した仕組みを整
備し、取り組んでいる。

（評価コメント）当園は第一希望で入園される方がほとんどで、入園希望も多い。入園に関する問い合わせや入園を考えている方々
向けの説明会については掲示やホームページ等でお知らせしている。オープンスクールを月に1～2回設定し、入園を考えている人
たちへの説明等の対応をしている。説明の際には映像を使って伝えたり、パンフレットを用いるなど、わかりやすく丁寧な説明を心掛
けている。園長・副園長・主任が担当している。見学後は、希望に応じて個別に相談に応じることもある。

（評価コメント）入園が決定した場合には入園説明会を行っている。ペアレントハンドブック（重要事項説明書）を基に、方針、保育内
容、基本的ルール等の説明をしている。オープンスクールと同様に説明の際には映像を使って伝えるなど、わかりやすく丁寧な説明
を心掛けている。説明内容や子どもの情報の取り扱いなどについて、保護者の同意を得ている。同意書として書面で確認している。

（評価コメント）経営理念は「イキイキ❤愛パワー」である。保育方針は「利用者に安心・安全な保育を提供します」、「保育方針が適切
にあり続けるように保育システムの見直しと改善を行います」を掲げている。「丈夫な身体を持ち、思いきり遊べる子どもになろう」、「友
達の中にいることを喜び、友達の事も考え、一緒に行動できる子どもになろう」、「自分のことは、自分でできる子どもになろう」、「自分
で物をつくり出し、力いっぱい自分を表現できる子どもになろう」、「よく見て、よく聞いて、よく考える子どもになろう」を保育目標として
いる。これらの方針に基づいて教育・保育課程（全体的な計画）を作成して、保育と教育を実践している。当園では、様々な教育カリ
キュラムやオリジナルプログラムが用意されている。計画はカリキュラム会議の中で検討が行われ、職員間で話し合ったことが次年度
の計画に反映される。会議や話し合いの機会も増やしている。

■保育課程は、保育理念、保育方針、保育目標及び発達過程などが組み込まれて
作成されている。
■子どもの背景にある家庭や地域の実態を考慮して作成されている。
■施設長の責任の下に全職員が参画し、共通理解に立って、協力体制の下に作成
されている。

（評価コメント）苦情解決の仕組みを整備して、重要事項説明書に記載したり、園内に掲示をしている。苦情受付担当者は副園長、
解決責任者は園長である。苦情解決のための第三者委員として２名の方に委嘱し、氏名と電話番号を開示している。また、園内に意
見箱を設置して、直接書面でも出していただくことができる。

（評価コメント）第三者評価は今年度初めて取り組んだ。職員一人ひとりが年度単位で個人目標を策定している。なるべく数値で計
れる目標を立て、毎月の業務報告で自己評価を行っている。目標が達成できるよう支援をして、個々が成長を感じられるようにしてい
る。主な行事の前には3ヶ月計画を作成している。項目や時期ごとに整理し、いつまでに何をしたらよいのかを明確にして、計画を立
てて準備を進めることができるようにしている。過去の行事の記録も綴じこんで参考にできるようにしている。行事後にはアンケートを
実施して集計を行い、次年度の計画に反映している。

14

■保育の質について自己評価を定期的に行う体制を整備し実施している。
■保育の質向上計画を立て実行し、ＰＤＣＡサイクルを継続して実施し恒常的な取
り組みとして機能している。
■自己評価や第三者評価の結果を公表し、保護者や地域に対して社会的責任を
果たしている。

保育内容について、自己評価を行い課題
発見し改善に努め、保育の質の向上を
図っている。

15

■業務の基本や手順が明確になっている。
■分からないときや新人育成など必要に応じてマニュアルを活用している。
■マニュアル見直しを定期的に実施している。
■マニュアル作成は職員の参画のもとに行われている。

提供する保育の標準的実施方法のマニュ
アル等を作成し、また日常の改善を踏まえ
てマニュアルの見直しを行っている。

16

（評価コメント）年１回の保護者アンケート、行事後のアンケートなどで保護者の意向を把握している。寄せられた意見・要望には園か
らの回答を付してフィードバックしている。また、保護者の意見を検討し、翌年の計画に活かしている。日頃から保護者との良好な関
係を築き、意見が言いやすいように配慮している。保護者から職員に声を掛けてもらえるよう、職員紹介の掲示を一年中行っている。

（評価コメント）理念やビジョン、教育・保育課程（全体的な計画）、保育心得などは保育室内に掲示し、職員が意識できるようにして
いる。法人において詳細な手順書を整備している。オフィスや各クラスに置き、職員がいつでも確認することができるようにしている。
手順書は職員が目で見て理解しやすいように映像化（DVD）している。職員向けのポリシーブックも作成している。マニュアルや手順
書の読み合わせを職員会議等で行い、理解を深めている。マニュアル、手順書の内容に見直しが必要な場合には、朱書きをして法
人の担当部署が取りまとめを行い、改訂が行われる。改訂されたものは各園で周知を行い、統一した対応ができるように努めている。
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■保護者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記され説明し
周知徹底を図っている。
■相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。
■相談、苦情等対応に関する記録があり、問題点の改善を組織的に実行している。
■保護者に対して苦情解決内容を説明し納得を得ている。

苦情又は意見を受け付ける仕組みがある



■子ども同士の関係をより良くするような適切な言葉かけをしている。
■けんかやトラブルが発生した場合、危険のないように注意しながら、子供達同士
で解決するように援助している。
■順番を守るなど、社会的ルールを身につけていくように配慮している。
■子どもが役割を果せるような取組みが行われている。
■異年齢の子どもの交流が行われている。

遊びや生活を通して人間関係が育つよう
配慮している。
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特別な配慮を必要とする子どもの保育が適
切に行われている。

24

（評価コメント）保育室は年齢に応じた玩具・道具を種類ごとに収納し、自由遊びは絵本・ままごと等のコーナーを設置している。収納
棚に玩具・道具の写真・イラストを表示し、ロッカーに1人ひとりのマークと名前を付けて、子どもが自分で出し入れができる配慮があ
る。個別ロッカーの使い方（整理整頓）も写真で示し、子どもが自分でできるようにしている。当園は「心の力」「学ぶ力」「体の力」の生
きる力を育む独自の教育方法を実施している。子どもがドキドキ・ワクワクするプログラム、環境を用意して、体験から様々な事を学
ぶ、専門講師による体操・英語・音楽の正課レッスン、文字の読み書き・計算・時計の読み方等の自学自習プロジェクト等がある。
様々な活動プログラムの体験を通して、できることはおもしろい、おもしろいから練習する、練習すると上手になる、上手になると楽し
く更に次の段階へ行きたくなる環境を設定している。生活場面でも2歳児が給食でバナナを自分で選び取るなど、乳児期から自分で
できることを少しずつ習慣にしている。日々の活動は運動会・クリスマス発表会・学習発表会の演目につながり、活動の成果を発揮し
て発表している。

（評価コメント）天気が良ければ戸外へ出かけて、近隣の公園で自然に触れて遊んでいる。夏季の水遊びは0歳児は沐浴、1歳児は
部屋の中で実施し、3歳児以上は姉妹園のプールを使用している。日当たりの良い窓際でトマト・ひまわり等を子どもが育て、冬はヒ
ヤシンスを水栽培し5歳児が観察日記を書いている。絵本の読み聞かせや製作活動では季節に応じた題材を選び、こどもの日・七
夕・七五三・新年会・節分・ひな祭り等の日本の伝統・伝承行事を行っている。散歩や行事を通して地域の人と関わる機会があり、年
間行事では当園が入居するビルの警備員へ勤労感謝の花を贈り、神社で七五三を祝い、芋ほり遠足等も行っている。

（評価コメント）自由遊びや様々な活動プログラムで周囲の人と関わり、役割分担や共同作業を経験しながら、保育目標の「友達の中
にいることを喜び、友達の事も考え、一緒に行動できる子どもになろう」を実践している。当番活動は2歳児クラスの年度後半から始め
て、役割を担い人前で話す経験を徐々に積んでいる。異年齢児と一緒に過ごす機会は、時間外保育、行事・集会での交流がある。
3・4・5歳児はオープンスペースの広い保育室を年齢別に区切って過ごし、日常生活で交流している。社会的なルールが身につくよ
うに、挨拶をする、順番を守る、列を整える、身だしなみを整える等は職員が率先して示している。特に、叩く・蹴る等の暴力はどんな
理由でもいけないと伝えている。交通ルールは散歩・外出でその都度説明している。

（評価コメント）現在は該当者はないが、特別な配慮を必要とする場合はクラスに職員を加配し、保護者・臨床心理士等と定期的に話
し合い、個別計画に基づいて実施する。保護者に家庭での子どもの様子を聞き、子どもが通う専門機関の助言・指導を教えてもら
い、園の保育に活かすように努める。法人の臨床心理士が月1回子どもの様子を観察し、保育士に配慮点や対応を助言する体制も
ある。発達段階を確認する独自の書式があり、定期的にチェックをして発達過程を把握し、個別支援は職員全体で話し合う。さらに
同法人の姉妹園と「発達支援会議」を月1回開催し、各園の取り組みを知り意見交換をする場がある。各園での取り組みを年度ごとに
冊子にまとめて、法人全体で知識や個別支援の向上に努めている。

■子ども同士の関わりに対して配慮している。
■個別の指導計画に基づき、きめ細かい配慮と対応を行い記録している。
■個別の指導計画に基づき、保育所全体で､定期的に話し合う機会を設けている。
■障害児保育に携わる者は､障害児保育に関する研修を受けている。
■必要に応じて､医療機関や専門機関から相談や助言を受けている。
■保護者に適切な情報を伝えるための取組みを行っている。

（評価コメント）教育・保育課程（全体的な計画）を踏まえ養護と教育の各領域を考慮して、年間・月案・週日案などの計画を作成して
いる。0～2歳児、障がい児については個別に月案を、3～5歳児には各年齢毎に作成している。子ども一人ひとりの成長の様子を、
日誌や児童票に記録している。0から2歳児クラスでは日誌と毎月児童票に記録し、3から5歳児クラスでは1年を4期に分け各期ごとに
児童票に記録する。各種計画は実践を振り返り、反省・改善に努めている。計画や記録類など提出物の期限を定め、遅延のないよう
にしている。

■子どもの発達段階に即した玩具や遊具などが用意されている。
■子どもが自由に素材や用具などを自分で取り出して遊べるように工夫されてい
る。
■好きな遊びができる場所が用意されている。
■子どもが自由に遊べる時間が確保されている。
■保育者は、子どもが自発性を発揮できるような働きかけをしている。

子どもが自発的に活動できる環境が整備さ
れている。
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■子どもが自然物や動植物に接する機会を作り、保育に活用している。
■散歩や行事などで地域の人達に接する機会をつくっている。
■地域の公共機関を利用するなど、社会体験が得られる機会をつくっている。
■季節や時期、子どもの興味を考慮して、生活に変化や潤いを与える工夫を日常
保育の中に取り入れている。

身近な自然や地域社会と関われるような取
組みがなされている。

22

■保育課程に基づき、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と短期的
な指導計画が作成されている。
■３歳児未満、障害児等特別配慮が必要な子どもに対しては、個別計画が作成さ
れている。
■発達過程を見通して、生活の連続性、季節の変化を考慮し、子どもの実態に即し
た具体的なねらいや内容が位置づけられている。
■ねらいを達成するための適切な環境が構成されている。
■指導計画の実践を振り返り改善に努めている。

保育課程に基づき具体的な指導計画が適
切に設定され、実践を振り返り改善に努め
ている。
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■引き継ぎは書面で行われ、必要に応じて保護者に説明されている。
■担当職員の研修が行われている。
■子どもが安心・安定して過ごせる適切な環境が整備されている。

長時間にわたる保育に対して配慮がなさ
れている。

25

（評価コメント）登園から降園までに職員間の引き継ぎは昼礼を行い、各クラスの連絡ノートに引継ぎ事項・注意事項を記入し、読ん
だ職員は署名する。さらに、時間外勤務の職員から保護者に伝えることを「時間外記録簿」に記録し、詳細は口頭で申し送る。子ども
の年齢と人数を考慮して家庭的な雰囲気をつくり、0・1歳児は椅子・テーブルのエリア、床に座り四つ這いできるエリアを設けている。
少人数での時間外保育は1歳児の保育室を使い、0・1歳児と2歳児以上にエリアを分けて過ごす。午睡時間は3歳児以上はないが、
保護者が希望する場合は個別に対応し、子どもに疲れや眠気がある場合も休める場所を設けて休息をとっている。



■子どもの健康に関する保健計画を作成し、心身の健康状態や疾病等の把握・記
録され、嘱託医等により定期的に健康診断を行っている。
■保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの健康状態を観察
し、記録している。
■子どもの心身の状態を観察し、不適切な養育の兆候や、虐待が疑われる場合に
は、所長に報告し継続観察を行い記録している。

子どもの健康状態、発育、発達状態が適
切に把握し、健康増進に努めている。

27

感染症、疾病等の対応は適切に行われて
いる。

28

30

（評価コメント）エアコン・床暖房・加湿器・空気清浄機を設置し、室温は夏25～28℃、冬20～23℃、湿度60％前後に調整している。
24時間換気システムが稼働するほか、職員が安全を確認しながら一時的に窓を開けて換気している。園内の除菌消臭は人体に安
全な微酸性次亜塩素酸水を使い、他の消毒薬も併用して感染予防に努めている。乳児の食事と飲み物は、ミネラルウォーターを使
用している。子どもの手洗いは1歳児から、歯磨きは2歳児から習慣としている。園内の掃除・消毒・整頓は職員が担当し、清掃マニュ
アルに沿ってチェック表に記録しながら実施している。

（評価コメント）連絡帳・おたより・その日の活動の写真等を家庭連絡システム（アプリ）で保護者に配信し、子どもの様子を伝えてい
る。また、大事なお知らせは、さらに書面でも配布・掲示することがある。園内にも園だより・クラスレターを掲示し、季節ごとに子どもの
様子を撮影した写真を展示している。行事の後は写真で構成した行事ダイジェストを発行する。0歳児クラスに入園した子どもには、1
年間の成長を1人ずつアルバムにまとめて保護者に渡している。アルバムは園内の写真に加えて、作品・家庭の育児写真・成長の記
録も綴っている。保育参観は年度初めに日程を決めて、個別面談は希望に応じて実施する。5歳児の就学に向けて地域の幼保小の
連携に参加し、保育要録を作成し小学校と連携を図っている。5歳児と小学生の交流は、近隣に保育園が多く小学校の受け入れ枠
が満員で実現していない。小学校の生活を想定して、二人掛けの机を使用して教室風に並べている。ハロウィン等の行事を姉妹園
と一緒に過ごし、同年齢の子どもと交流する場を設けている。

（評価コメント）乳幼児健康診断（年2回）、歯科健康診断（年1回）、尿検査（3～5歳児・年１回）、身体測定（月1～２回）を実施し、1人
ひとりの児童票・健康記録表に記録している。子どもの年齢に応じて手洗い・うがい・歯磨きを習慣化し、毎月発行する保健だよりで
保護者に健康管理の情報を伝えている。3・4・5歳児は専門講師による定期的な体操指導に加えて、毎朝室内でマラソンを行ってい
る。年齢に応じて7分、10分等の時間を設定し、走り続けるトレーニングによって体力・持久力などを養っている。子どもの健康状態は
登園時に保護者から情報を得て、職員間で引き継ぎ観察している。3歳児未満は毎日、保育日誌・児童票に詳細を記録している。子
どもの異変に気づいた時は所長に報告する体制があり、関係機関と連携しながら対応できる。

（評価コメント）体調不良や症状への対応は、嘱託医への相談、保護者への連絡も含めた手順をマニュアルに定めて実施している。
重要事項説明書に健康支援・感染予防の対応を記載し、保護者に周知している。薬を預かる場合は園が定めた手順に沿って、当
日分のみを受け取り専用ボックスに保管する。看護師とクラスの担当職員が預かり薬一覧表で確認し、対応した後は日誌に記録して
いる。感染症は、流行しそうな疾患を早期にお知らせして注意を喚起し、園内で発病した時は最新情報を掲示して保健だよりでも伝
えている。SIDS（乳幼児突然死症候群）の予防は0歳児は５分ごと、1歳児は10分ごとに呼吸や姿勢を確認しチェック表に記録してい
る。

（評価コメント）「食べることは生きること」を実践する食育計画の基づき、野菜栽培・クッキング・食材講習等の食育活動がある。トマト
等の夏野菜を栽培し、年間行事では芋ほり遠足がある。年齢に応じて野菜の皮むき、さや取り、房分け等で食材に触れて、クッキン
グも行っている。調理室前に三色食品群、クイズ形式のキッチントリビア、世界の料理紹介を展示している。毎月、誕生日メニュー、
季節の行事食、世界の料理等を献立に盛り込み、子どもが食事に興味を持ち楽しく食べる工夫がある。食物アレルギーは個別に除
去食を提供している。誤食がないように毎日「個別確認表」を作成し、除去するもの、持参の有無を調理担当と保育士でダブルチェッ
クをしている。食事席を決めたり、専用のトレー・食札を使い誤食を防いでいる。

■保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、
保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切
な処置を行っている。
■感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必
要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者
や全職員に連絡し、協力を求めている。
■子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等
を常備し、適切な管理の下に全職員が対応できるようにしている。

■一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、子どもの発達や育児などにつ
いて、個別面談、保育参観、保育参加、懇談会などの機会を定期的に設け、記録さ
れている。
■保護者からの相談に応じる体制を整え、相談内容が必要に応じて記録され上司
に報告されている。
■就学に向けて、保育所の子どもと小学校の児童や職員同士の交流、情報共有や
相互理解など小学校との積極的な連携を図るとともに、子どもの育ちを支えるため、
保護者の了解のもと、保育所児童保育要録などが保育所から小学校へ送付してい
る。

家庭及び関係機関との連携が十分図られ
ている。
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■食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努
めている。
■子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への
感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりなどに配慮している。
■体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の
状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応している。
■食物アレルギー児に対して誤食防止や障害のある子どもの誤飲防止など細かい
注意が行われている。
■残さず食べることや、偏食を直そうと強制したりしないで、落ち着いて食事を楽し
めるように工夫している。

食育の推進に努めている。29

■施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとと
もに、施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めている。
■子ども及び職員が、手洗い等により清潔を保つようにするとともに、施設内外の保
健的環境の維持及び向上に努めている。
■室内外の整理、整頓がされ、子どもが快適に過ごせる環境が整っている。

環境及び衛生管理は適切に行われてい
る。



（評価コメント）マニュアルを整備し、役割分担・対応について周知している。毎月実施している避難訓練では火災だけでなく、地震・
台風など複数の災害を想定した訓練を実施しており、消防署の立ち合いも行っている。保護者への緊急連絡システムとして災害伝
言ダイヤルと携帯電話を使用した家庭連絡システム（アプリ）を使用しており、テスト配信も行っている。

（評価コメント）地域の子育てニーズに沿った各種イベントや育児相談、育児講座等を開催している。法人内の子育て支援センター
にて「ヒロコちゃんCLUB」とした地域の子育て支援を実施している。内容は育児相談、面接相談、体験保育、子育て情報誌の発行、
ミニ子育て講座、絵本の読み聞かせ、ベビーマッサージ、ふれあい遊び、フロアーを開放しての交流の場の提供、ハロウィンやクリス
マスパーティーなど多岐に渡る。レターや半期に１度プログラムカレンダーが配付されており、多彩な内容で地域の子育て家庭の
ニーズに合わせて実施している。毎回数十名の参加者があり、年間で延べ1万人を超える方が利用しており、好評を得ている。

■地域の子育てニーズを把握している。
■子育て家庭への保育所機能を開放（施設及び設備の開放、体験保育等）し交流
の場を提供し促進している。
■子育て等に関する相談・助言や援助を実施している。
■地域の子育て支援に関する情報を提供している。
■子どもと地域の人々との交流を広げるための働きかけを行っている。

地域ニーズを把握し、地域における子育て
支援をしている。
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■事故発生時の対応マニュアルを整備し職員に徹底している。
■事故発生原因を分析し事故防止対策を実施している。
■設備や遊具等保育所内外の安全点検に努め、安全対策のために職員の共通理
解や体制づくりを図っている。
■危険箇所の点検を実施するとともに、外部からの不審者等の対策が図られてい
る。

事故発生時及び事故防止対策は適切に
行われている。

（評価コメント）目標の一つに「事故の削減」を掲げて、安全に配慮した保育に努めている。事故に関するマニュアルを整備し、職員
への周知に努めている。ヒヤリハットマップを園内や保育室に掲示して、職員の安全に対する意識を高めている。園内だけでなく公
園などの危険個所についても明確にし、赤色を実際にケガをした場所、黄色をヒヤリとした場所として分けて掲示することで、注意喚
起している。事故について報告書を作成し、原因を特定して再発防止策の立案、結果の評価を行っている。園内設備や遊具などの
安全については、チェックリストを用いて毎日点検を行っている。毎月実施している避難訓練の中で、不審者対策についても訓練を
行っている。
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■地震・津波・火災等非常災害発生に備えて、役割分担や対応等マニュアルを整
備し周知している。
■定期的に避難訓練を実施している。
■避難訓練は消防署や近隣住民、家庭との連携のもとに実施している。
■立地条件から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じている。
■利用者及び職員の安否確認方法が決められ、全職員に周知されている。

地震・津波・火災等非常災害発生時の対
策は適切に行われている。
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